
森林整備事業・治山事業（公共）
【１７９，６４２(１７４，８１９）百万円】

対策のポイント
・ 森林・林業の再生を図るとともに、森林吸収量の確保に向け間伐等の森

林施業や路網の整備を支援します。【森林整備事業】

・ 津波に強い海岸防災林の整備や集中豪雨等により被災した山地の防災力

の向上等を通じ、地域の安全・安心を確保します。【治山事業】

＜背景／課題＞

・我が国の森林資源を活かし、森林・林業を再生するとともに、森林吸収源対策の算入

上限値3.5％（平成25年から平成32年の平均）を確保するため、森林施業の集約化、

路網の整備、間伐等を推進する必要があります。

・九州北部豪雨等による山地災害が全国各地で発生しており、国民の生命・財産を守る

ため、治山対策等による国土強靱化対策を推進していく必要があります。

政策目標

○森林吸収量の確保に向けた間伐の実施（平成25年度から平成32

年度までの8年間の年平均：52万ヘクタール）

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を約5万2

千集落（平成20年度）から約5万6千集落（平成25年度）に増加

＜主な内容＞

１．森林整備事業 １１８，４９８（１１７，３２５）百万円

（１）集約化を進め、間伐やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の整備等を推進し

ます。

森林環境保全直接支援事業 ２３，１９３（２８，８４６）百万円

林業専用道整備対策 １２，５２１（１０，７７７）百万円

国費率：１０／１０、１／２、３／１０等

事業実施主体：国、都道府県、市町村、森林所有者等

（２）所有者の自助努力によっては適正な整備が期待できない条件不利地等を対象と

して、公的主体による間伐等の森林整備を支援します。

環境林整備事業 ４，５００（４４７）百万円

水源林造成事業等 ２３，９５２（２３，３５２）百万円

国費率：１０／１０、３／１０等

事業実施主体：都道府県、市町村、（独）森林総合研究所等
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（３）森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法を改正し、地方財政措置の特例

を継続するとともに、国から市町村に交付金を直接交付する現場の創意工夫が活

かせる柔軟な助成を引き続き実施します。

美しい森林づくり基盤整備交付金 １，０００（５１９）百万円

国費率：１／２

事業実施主体：市町村、森林所有者等

２．治山事業 ６１，１４４（５７，４９４）百万円

（１）山腹崩壊地等の緊急的かつ集中的な復旧整備を実施するとともに、災害の発生

を未然に防止するため、過密化等により国土保全機能が低下した森林の整備を強

化し、山地の防災力を向上させます。

また、山地災害の発生の危険性が高い地域の特定等を進め、効果的な治山対策

の実施につなげます。

復旧治山事業 ２３，４０６（２２，５８３）百万円

水源地域等保安林整備事業 ９，２９０（６，９３６）百万円

治山事業調査費 １７３（６５）百万円の内数

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

（２）東日本大震災による津波被害を教訓として、人工盛土や防潮堤の機能向上等に

より、津波に強い海岸防災林の整備を推進します。また、地域の地形条件等にあ

った林帯幅や樹種等の決定・整備手法を確立します。

防災林造成事業 ２，３２５（２，０６５）百万円

治山事業調査費 １７３（６５）百万円の内数

国費率：１０／１０、１／２等

事業実施主体：国、都道府県

※治山事業には、東日本大震災復興特別会計への繰入れ分（津波対策144百万円）

を含む。

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁整備課（０３－６７４４－２３０３（直））

２の事業 林野庁治山課（０３－６７４４－２３０８（直））
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森林整備事業・治山事業（公共）
【復旧・復興対策 １６，４７３（７，５８５）百万円】

対策のポイント
・ 間伐等の実施により、東日本大震災の被災地等における「災害に強い森
林づくり」を進めます。【森林整備事業】

・ 東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山地の復旧整備等を
通じ、地域の安全・安心を確保します。【治山事業】

＜背景／課題＞
・東日本大震災により、海岸防災林が甚大かつ広域に被災するとともに、林地荒廃や林

道施設等の被害が発生している中、今後、台風や豪雨等により更なる被害の拡大が懸
念されます。

・東日本大震災の教訓を踏まえ、間伐等の森林施業による「災害に強い森林づくり」を
一層推進するとともに、海岸防災林の再整備や山腹崩壊地の復旧整備等による山地防
災力の向上を図る必要があります。

政策目標
○土壌を保持する能力等が良好に保たれている森林の割合を71％
（平成20年度）から79％（平成25年度）に増加

○周辺森林の山地災害防止機能等が確保された集落の数を約5万2
千集落（平成20年度）から約5万6千集落（平成25年度）に増加

＜主な内容＞
１．森林整備事業

東日本大震災により林地荒廃等の森林被害が発生した地方公共団体等において
適切な間伐等の実施による「災害に強い森林づくり」を進めるとともに、放射性
物質の影響等により整備が進み難い人工林等において、公的主体による緊急的な
間伐等を進めます。

２．治山事業
東日本大震災で被災した海岸防災林の復旧・再生や山腹崩壊地等における復旧

整備等を進めます。

森林整備事業 ８，０９７（４，４２８）百万円
治山事業 ８，３７６（３，１５７）百万円

国費率：１０／１０、２／３、１／２、３／１０等
事業実施主体：国、都道府県、（独）森林総合研究所等

お問い合わせ先：
森林整備事業 林野庁整備課（０３－６７４４－２３０３（直））
治山事業 林野庁治山課（０３－６７４４－２３０８（直））

［平成25年度予算の概要］






